
群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金交付要綱 

 

（通 則） 

第１条 群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金（以下「本補助金」という。）の交付

に関しては、群馬県補助金等に関する規則（昭和３１年群馬県規則第６８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) クリエイティブ企業 アニメ、ゲーム、マンガ、映画、映像、音楽等のコンテンツ

の企画又は制作等を行う企業。 

(2) 事業所 クリエイティブ企業の本社、支社、その他の営業所等、常用的にその業務

の用に供するための施設。 

(3) 県内常用雇用者 クリエイティブ企業が県内に設置した事業所において雇用する者

であって、次の全てに該当するものをいう。 

ア 県内に住所（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第７条第７項に規定す

る住所をいう。）を有するもの。 

イ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第１項に規定する被保険者であ

るもの。 

ウ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出が行われた者

であって、同法第 39 条第１項の確認を受けたもの。 

エ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出が行われ

た者であって、同法第 18 条第１項の確認を受けたもの。 

オ 労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和 60 年法律第 88 号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業を行う事業主に雇

用される派遣労働者でないもの。 

(4) 新規県内常用雇用者 県内常用雇用者のうち、事業所の設置にあたり新規に採用し

たものをいう。 

(5) 県外からの移住者 県内に事業所を設置するにあたり県外から群馬県内に移住し、

県内常用雇用者となるものをいう。 

(6) 営業開始 クリエイティブ企業が県内に設置した事業所において、雇用者並びに業

務用の什器を配置し、現に業務を開始することをいう。 

 

（目 的） 

第３条 この要綱は、群馬県内に新たに事業所を設置しようとするクリエイティブ企業に

対して、予算の範囲内で財政的な援助を行うことにより、クリエイティブ産業の集積及



び活性化を図り、もって本県の経済の発展に寄与することを目的とする。 

 

（交付対象事業） 

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、クリエ

イティブ企業が、次の方法で県内に新たに事業所を設ける立地事業とする。 

(1) 県外に所在する本社の県内への所在地変更 

(2) 県外に本社がある企業の新規事業所の県内設置 

(3) 県外に本社がある企業等による県内での新企業の設立 

 

（交付の要件等） 

第５条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる要件

の全てを満たす者でなければならない。 

(1) 第７条第１項の規定による補助事業者の指定申請（以下「指定申請」という。）の

後、原則として６ヶ月以内に事業所の営業を開始する者であること。 

(2) 第１号の事業所において、交付決定から５年を超えて事業及び雇用を継続する見込

みがあること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(4) 国税、都道府県税及び市町村税に滞納がない者であること。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項の規定に基づく

再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(6) 自己又は自社の役員等及び被雇用者が、出入国管理及び難民認定法による不法就労

者及び不法就労を助長する者に該当しないこと。 

(7) 第６条に規定する雇用加算を除く補助対象経費に対して、国や県、その他地方公共

団体等から本補助金以外の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこ

と。 

(8) 第３条に規定する本補助金の目的に資する事業であると知事が認めるもの。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費、補助率又は金額、限度額等は、別表に定めるとおりとし、予算の

範囲内で交付する。ただし、補助金として算出された金額に、1,000 円未満の端数が生

じた場合は、当該端数を切り捨てて交付するものとする。 

 

（補助事業者の指定） 

第７条 補助を受けようとする者は、原則として、交付対象事業の着手予定日（別表に規

定する補助対象経費に係る契約締結日のうち、最も早い日をいう。）の１ヶ月前まで



に、群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金補助事業者指定申請書（様式第１号）を

知事に提出するものとする。ただし、知事が特にやむを得ないと認める場合における提

出期限については、この限りでない。 

２ 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その審査をし、適当であると認め

たときは、補助事業者として指定するとともに、群馬県クリエイティブ産業移転促進補

助金補助事業者指定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（指定の取消し等） 

第８条 補助事業者の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は、知事はその指定を取り消すことができる。 

(1) 補助事業者が指定を受けた事業所の新設等を取り止めたとき又は著しく遅滞したと

き。 

(2) 国又は地方自治体が定める法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分を遵守してい

ないとき。 

(3) 補助事業者が虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認めるとき。 

(4) その他、本要綱に違反したとき。 

 

（交付の申請・交付の決定） 

第９条 補助事業者は、原則として、事業所での営業開始予定日の１ヶ月前までに、群馬

県クリエイティブ産業移転促進補助金交付申請書（様式第３号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容について審査をし、適当

であると認めたときは、補助金の交付を決定し、群馬県クリエイティブ産業移転促進補

助金交付決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（計画の変更） 

第１０条 補助事業者は、指定申請又は交付申請の内容に変更（第５条に規定する交付要

件及び第６条に規定する補助対象経費に影響しない軽微な事項を除く。）が生じたとき

は、速やかに群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金補助事業者指定事項変更申請書

（様式第５号）又は群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金交付決定事項変更申請書

（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その審査をし、適当であると認め

たときは、変更を承認し、群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金補助事業者指定事

項変更承認通知書（様式第７号）又は群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金交付決

定事項変更承認通知書（様式第８号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（指定又は交付決定の辞退） 



第１１条 補助事業者は、第９条第１項に規定する交付申請をするまでの間に、計画の中

止又は第５条に規定する交付の要件を欠くに至る変更が生じたときは、速やかに群馬県

クリエイティブ産業移転促進補助金補助事業者指定辞退届出書（様式第９号）を知事に

提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第９条第２項に規定する交付決定を受けた後に、計画の中止又は第５

条に規定する交付の要件を欠くに至る変更が生じたときは、速やかに群馬県クリエイテ

ィブ産業移転促進補助金交付決定辞退届出書（様式第１０号）を知事に提出しなければ

ならない 

 

（営業開始） 

第１２条 補助事業者は、事業所での営業を開始したときは、速やかに群馬県クリエイテ

ィブ産業移転促進補助金営業開始届出書（様式第１１号）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（実績報告・額の確定） 

第１３条 補助事業者は、指定を受けてから１年が経過した日時点の実績について、同日

から１ヶ月以内に群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金実績報告書（様式第１２

号）により知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容の適否等につ

いて審査し、適当であると認めたときは、その額を確定し、群馬県クリエイティブ産業

移転促進補助金確定通知書（様式第１３号）により当該補助事業者に通知するものとす

る。 

 

（補助金の交付請求） 

第１４条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに群馬県クリエイティブ

産業移転促進補助金交付請求書（様式第１４号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の請求書の内容を審査し、支障ないものと認められるときは、請求のあ

った日から 30 日以内に支払うものとする。 

 

（地位承継） 

第１５条 補助事業者は、交付決定日から５年を経過する日までの間に、合併、分割、相

続その他の事由によりその地位を他の者に承継させた場合は、速やかに群馬県クリエイ

ティブ産業移転促進補助金補助事業者承継届出書（様式第１５号）を知事に提出し、そ

の指示を受けなければならない。 

 

（補助事業者の責務） 

第１６条 補助事業者は、交付決定日から５年を超えて補助金の交付を受けて設置した事



業所での事業及び雇用を継続しなければならない。 

２ 補助事業者は、交付決定日から５年間、各年１０月１日時点の事業状況等について群

馬県クリエイティブ産業移転促進補助金補助事業者状況報告書（様式第１６号）により

知事へ報告しなければならない。ただし、県の訪問を受け、事業状況等の確認を受けた

場合はこの限りでない。 

３ 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した事業所での事業を休止し、若しくは廃

止し、又は著しく事業規模の縮小をしたときは、群馬県クリエイティブ産業移転促進補

助金補助対象事業所休止（廃止）届出書（様式第１７号）を知事へ提出し、その指示を

受けなければならない。 

４ 本補助金に関係する帳簿及び証拠書類は、交付決定日の属する会計年度の翌会計年度

から５年間保存し、提出や検査を求められた場合は、これに応じなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 規則第１３条第１項のほか、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、知事は補助金交付の決定を取り消し、期限を定

めて、その償還を命ずることができる。 

(1) 交付決定日から５年以内に補助金の交付を受けて設置した事業所での事業を休止、

廃止若しくは著しい事業規模の縮小又は県外へ本社移転をしたとき。 

(2) 営業開始後、国又は地方自治体が定める法令、条例、規則若しくはこれに基づく処

分を遵守していないとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(4) その他、本要綱に違反したとき。 

 

附則 

この要綱は、令和５年６月２２日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和７年９月３０日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


